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様式第３号（第１３条関係） 

会議録 

会議の名称 朝霞市選挙管理委員会定例会（１２月） 

開催日時 

令和７年１２月１日（月） 

午前１０時００分から 

午前１０時４６分まで 

開催場所 朝霞市役所 別館４階 選挙管理委員会室 

出席者及び欠席者 

の職・氏名 

 

別紙のとおり 

 

議題 

 

別紙のとおり 

 

会議資料 別紙のとおり 

会議録の作成方針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

傍聴者の数 ０人 

その他の必要事項 
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朝霞市選挙管理委員会定例会（１２月） 

令和７年１２月１日（月） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ ０ 時 ４ ６ 分 ま で 

                             朝霞市役所 別館4階 選挙管理委員会室 

１ 開会  

２ 委員長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 議題 選挙人名簿関係 

議案第５６号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

 議案第５７号 選挙人名簿から抹消することについて 

在外選挙人関係 

議案第５８号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

      議案第５９号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

     選挙管理委員会告示関係 

議案第６０号 朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動従事者及び 

       労務者に対する実費弁償の最高額並びに報酬の最高額の一部を 

       改正する告示について 

     定時登録日関係 

      議案第６１号 定時登録の登録日を変更することについて 

５ その他 

６ 閉会 
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出席委員（４人） 

  委   員   長 細 田 昭 司 

  委 員 長 職 務 代 理 加 藤 洋 子 

  委       員 金 子 智恵子 

  委       員 藤 井 尚 夫 

  欠席者なし 

事務局（４人） 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局長        小笠原 ミツエ 

事   務   局  選挙管理委員会事務局次長       髙 橋 陸 至 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙係長     三 上 将 平 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙係主任    三 井 正 規 

 

資料一覧 

・選挙管理委員会定例会次第 

・議案第５６号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

・議案第５７号 選挙人名簿から抹消することについて 

・令和７年１２月１日定時登録概要について 

・投票区別選挙人名簿登録者数等一覧表 

・議案第５８号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

・在外選挙人名簿登録者一覧表 

・議案第５９号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

・在外選挙人名簿抹消者一覧表 

・在外選挙人名簿登録者数 

・議案第６０号 朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動従事者及び労務者に対

する実費弁償の最高額並びに報酬の最高額の一部を改正する告示について 

・資料 朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動従事者及び労務者に対する実費

弁償の最高額並びに報酬の最高額の一部を改正する告示 

・参考資料 新旧対照表 

・議案第６１号 定時登録の登録日を変更することについて 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

◎１ 開会  

◎２ 委員長あいさつ 

○細田委員長 

おはようございます。朝霞市選挙管理委員会定例会を開きます。今年最後の定例会に御参集

いただきまして、誠にありがとうございます。慎重なる御審議をお願いしたいと存じます。そ

れでは日程に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

◎３ 会議録署名委員の指名 

○細田委員長 

日程３、会議録署名委員の指名でございます。 

朝霞市選挙管理委員会規程第１８条第２項によりまして、金子委員、お願いいたします。 

〇金子委員 

  はい。お願いいたします。 

 

◎４ 議題 選挙人名簿関係  

議案第５６号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第５７号 選挙人名簿から抹消することについて 

○細田委員長 

日程４、議題でございます。選挙人名簿関係でございます。「議案第５６号 選挙人名簿に登

録する者を定めることについて」並びに「議案第５７号 選挙人名簿から抹消することについ

て」、両件は関連がございますので、一括議題とさせていただきます。 

それでは一括して提案理由の説明をお願いいたします。三井主任。 

○事務局・三井主任 

議案第５６号、選挙人名簿に登録する者を定めることについて。 

公職選挙法第２２条第１項の規定により選挙人名簿に登録する者を、次のとおり定めること
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について議決を求める。 

令和７年１２月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、１，０４９人。女、８３０人。計、１，８７９人でございます。 

続きまして、議案第５７号を御説明申し上げます。 

選挙人名簿から抹消することについて。 

次の者は、公職選挙法第２８条に該当するので選挙人名簿から抹消することについて議決を

求める。 

令和７年１２月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、８７８人。女、７８１人。計、１，６５９人でございます。 

１枚おめくりください。 

資料の概要について御説明申し上げます。１番の登録につきましては、先ほどの議案第５６

号の内容でございまして、転入が令和７年６月２日から令和７年９月１日までの方。年齢要件

につきましては、平成１９年９月３日から平成１９年１２月２日までに生まれた方が該当とな

ってございます。続きまして２番の抹消につきましては、議案第５７号の内容でございます。 

転出につきましては、令和７年５月１日から令和７年７月３１日まで。死亡につきまして

は、令和７年９月２日から令和７年１２月１日まででございます。３番の市内転居につきまし

ては、令和７年１１月１９日までで処理をさせていただきました。 

４番の選挙権を有する者の１／５０の数、１／６の数、及び１／３の数につきましては、下

段のところにそれぞれ載せてございます。次のページを御覧ください。 

今回の定時登録によりまして、男が、５万９，９２１人。女が、５万９，８３８人。合計と

いたしまして、１１万９，７５９人でございます。以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。説明が終わりました。 

それではまず、議案第５６号につきまして、何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

（質疑なし、の声） 
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質疑なければ質疑なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

議案第５６号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５６号は、原案のとおり承認されました。 

次に、議案第５７号につきまして、御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑がなければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第５７号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５７号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 在外選挙人関係 

      議案第５８号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第５９号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

○細田委員長 

次に、在外選挙人関係でございます。 

「議案第５８号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて」並びに「議案第５９

号 在外選挙人名簿から抹消することについて」は関連がございますので、一括して議題とい

たします。 

提案理由の説明をお願いいたします。三井主任。 
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○事務局・三井主任 

議案第５８号、在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて。 

公職選挙法第３０条の６の規定により、在外選挙人名簿に登録する者を次のとおり定めるこ

とについて議決を求める。令和７年１２月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、０人。女、４人。計、４人でございます。 

１枚おめくりください。今回の対象者を載せてございます。 

続きまして、議案第５９号を御説明申し上げます。 

在外選挙人名簿から抹消することについて。 

公職選挙法第３０条の１１に該当するので、在外選挙人名簿から抹消することについて議決

を求める。令和７年１２月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、１人。女、０人。計、１人でございます。 

１枚おめくりください。今回の対象者を載せてございます。次のページを御覧ください、今

回の在外選挙人についての登録者の概要ですが、男、５５人、女、５７人、計、１１２人とな

ってございます。 

近隣市の状況につきましては、下段に載せております。以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

説明が終わりました。 

それでは、まず議案第５８号につきまして何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第５８号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 
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よって、議案第５８号は、原案のとおり承認されました。 

次に、議案第５９号につきまして、御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑がなければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第５９号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５９号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 選挙管理委員告示関係  

議案第６０号 朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動従事者及び労

務者に対する実費弁償の最高額並びに報酬の最高額の一部を改正する告示について 

○細田委員長 

  次に、選挙管理委員会告示関係でございます。 

「議案第６０号 朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動従事者及び労務者に対

する実費弁償の最高額並びに報酬の最高額の一部を改正する告示について」を議題といたしま

す。提案理由の説明をお願いいたします。髙橋局次長。 

○事務局・髙橋局次長 

  議案第６０号 朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動従事者及び労務者に対

する実費弁償の最高額並びに報酬の最高額の一部を改正する告示について。朝霞市議会議員及

び朝霞市長の選挙における選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額並びに報酬の

最高額（平成５年朝霞市選挙管理委員会告示第３３号）の一部を次のように改正することにつ

いて議決を求める。令和７年１２月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

  本則第１号カ中「５００円」を「１，０００円」に改め、同号カを同号キとし、同号オ中
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「１，０００円」を「１，５００円」に、「３，０００円」を「４，５００円」に改め、同号オ

を同号カとし、同号エ中「１万２，０００円」を「２万３，０００円」に改め、同号中エをオ

とし、ウをエとし、イの次に次のように加える。 

ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 

本則第３号ア中「船賃」の次に「、航空賃」を加え、「第１号ア、イ及びウ」を「第１号アから

エまで」に改め、同号イ中「１万円」を「２万円」に改め、本則第４号ア中「１万円」を「１

万５，０００円」に改め、同号イ中「１万５，０００円」を「２万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この告示の規定は、令和８年１月１日以後その期日を告示される選挙から適用する。 

次のページをおめくりください。今回、改正の内容に関する趣旨等でございます。まず１で

ございますが、令和７年６月に公職選挙法施行令が改正され、選挙運動に従事する者に対し支

給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することがで

きる報酬及び実費弁償の額について、改定されました。この報酬及び費用弁償の額は、公職選

挙法により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が政令で定める基準に従い定め

ることと規定されていることから、市議会議員及び市長選挙における選挙運動従事者及び労務

者に対する実費弁償の最高額並びに報酬の最高額を改正された公職選挙法施行令に合わせるも

のです。次に２、改正の内容でございます。（１） 選挙運動に従事する者１人に対し支給する

ことができる実費弁償の額でございます。まず航空賃につきまして、改正前、規定はございま

せんでしたが、改正後は旅客運賃等により算出した実費額となります。続きまして、宿泊料で

ございますが、食事料２食分を含むものですが、改正前は１夜につき１２，０００円、改正後

は１夜につき、２３，０００円とするものでございます。次に弁当料でございますが、改正前

が１食につき１，０００円、１日につき３，０００円、改正後が１食につき１，５００円、１

日につき４，５００円とするものでございます。続きまして、茶菓料でございます。改正前が

１日につき５００円、改正後が１日につき１，０００円とするものでございます。次に（２）
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選挙運動のために使用する労務者１人に対し支給することができる実費弁償の額でございま

す。航空賃につきまして、改正前、規定はございませんでしたが、改正後は旅客運賃等により

算出した実費額とするものです。次に宿泊料、食事料を除くものですが、改正前は１夜につき

１０，０００円、改正後は１夜につき２０，０００円とするものでございます。続きまして、

（３）でございます。選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる報酬の額でござ

います。事務員は改正前が１日につき１０，０００円、改正後は１日につき１５，０００円と

するものでございます。車上等運動員、手話通訳者及び要約筆記者につきましては、改正前が

１５，０００円、改正後は２０，０００円とするものでございます。３、施行期日等につきま

しては、令和８年１月１日から施行します。改正後の規定は、この告示の施行の日以後にその

期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙について

は、従前の例によるものとするものでございます。次のページを御覧ください。こちらは、変

更となる部分につきましての新旧対照表でございます。以上でございます。 

〇金子委員 

  ちょっとお聞きしてよろしいですか。ウグイスさんなんかも、この車上運動員になるんでし

ょうか。 

〇事務局・髙橋局次長 

  はい。いわゆるウグイスと言われる方につきましては、車上運動員に当たるものでございま

す。 

〇金子委員 

前回の市議選で知人がウグイスさんをされたんですが、ほとんど日当がなかったと言うんで

すけれども、今回１日２０，０００円に上がって、今度、選挙の候補者から１０，０００円く

らいしかもらえなかった場合、選挙管理委員会にお届けすれば指導していただけるわけです

か。 

〇事務局・髙橋局次長 

  こちらの額につきましては、あくまでも上限額でございますので、報酬の金額につきまして

は候補者の方と実際にやられる方との間での契約ということになります。 
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〇金子委員 

  例えば候補者が２０，０００円で選挙管理委員会に届けを出しても、実際に支給されるのは

１０，０００円だったということになったら、候補者が着服したということになってしまうの

ですよね。 

〇事務局・髙橋局次長 

  どなたが運動員としてやられるかというお届けは必要なのですが、金額につきましては、公

費で支給するものではございませんので、選挙が終わった後、収支報告という形でのお届けは

いただくので、事前の金額のお届けは必要ございません。 

〇金子委員 

  わかりました。 

〇細田委員長 

  この際、暫時休憩いたします。 

   ～休憩～ 

○細田委員長 

  休憩前に引き続き定例会を開きます。議案第６０号につきまして、他に御質疑ございます

か。 

よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑がなければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第６０号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６０号は原案のとおり承認されました。 
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◎４ 議題 定時登録日関係 

議案第６１号 定時登録の登録日を変更することについて 

○細田委員長 

  次に、定時登録関係でございます。「議案第６１号 定時登録の登録日を変更することについ

て」を議題といたします。提案理由の説明をお願いいたします。三上係長。 

〇事務局・三上係長 

  議案第６１号 定時登録の登録日を変更することについて。公職選挙法第２２条第１項の規

定により、定時登録の登録日を次のとおり定めることについて議決を求める。令和７年１２月

１日提出、朝霞市選挙管理委員会委員長。令和８年３月について、定時登録年月日を令和８年

３月２日に変更するものです。こちらにつきましては、３月１日が日曜日に当たるため、翌日

月曜日に定時登録日を定めるということでございます。参考までに令和８年で、今回と同様、

定時登録日が土日祝日に重なる日はこれ以降ございません。以上でございます。 

〇細田委員長 

  分かりました。 

議案第６１号につきまして何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第６１号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６１号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎５ その他 

○細田委員長 
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次に、日程第５「その他」でございます。委員から何かございますか。事務局は何かござい

ますか。 

〇事務局・三井主任 

  はい。御報告でございます。例年開催されております、明るい選挙啓発ポスターの募集事業

でございますが、今年度もゴールデンウィーク明けから９月１２日まで募集しておりまして、

４１点の作品の応募がございました。９月２４日に委員長並びに明るい選挙推進協議会の正副

会長に来ていただきまして、選考会を行い、５点の作品が入選ということで、埼玉県選挙管理

委員会で実施される二次審査に提出いたしました。二次審査の結果といたしましては、残念な

がら、今回はどちらも入選には至りませんでした。以上です。 

〇細田委員長 

啓発ポスターの募集の結果は広報の担当課にスペースの問題もあるでしょうけど、掲載の要

望をしていただけますか。 

〇事務局・髙橋局次長 

広報につきましても、基準等あるかと思いますが、要望はしたいと思います。 

〇細田委員長 

  他にありますか。 

〇髙橋局次長 

  ９月１日の選挙管理委員会定例会で御審議いただきました、議案第５５号の朝霞市議会議員

及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する

条例について、でございますけれども、１２月の市議会定例会に上程いたしましたので、御報

告申し上げます。以上でございます。 

 

◎６ 閉会 

○細田委員長 

それでは、以上をもちまして、朝霞市選挙管理委員会定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 
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